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ケアプランセンターひかり  重要事項説明書  

＜令和 6 年 5 月 15 日現在＞ 

 

１ 居宅介護支援事業者（法人）の概要  

名称・法人種別  株 式 会 社  ひ かり  

代 表 者 名  代 表 取 締役  西本  豊  

  

 

所在地・連絡先 

 

 

（所在地）  

京 都 市 山 科 区 西 野 山 中 鳥 井 町 161-7 

（電話）０７５－５０２－５３３３ 

（FAX） ０７５－５０２－５３１１ 

 

 
２ 事業所の概要  

⑴  事業所名称及び事業所番号  

事 業 所 名  ケ ア プ ラン セ ンタ ー  ひ か り  

  

 

所在地・連絡先 

 

 

（所在地） 

 京都市山科区西野山中鳥井町161-7 

（電話） ０７５－５０２－５３３３ 

（FAX） ０７５－５０２－５３１１ 

 

事業所番号      ２ ６ ７ ４１ ０ １４ ３７  

管理者の氏名  西 本  豊  

 

⑵  事業所の職員体制  

従業者の職種
 

 

人数 

（人） 

区分  常勤換算後 

の人数（人） 

職 務 の 内 容
 

 
常勤(人) 非常勤(人) 

 管 理 者  １  ０  ０ ． ２  従 業 員 の 管 理・業 務 実 施 状

況 の 確 認 と 把 握 、そ の ほ か

の 管 理 業 務  
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介護支援専門員  １     ０  ０ ． ８  介 護 申 請 等 に 係 る 代 行 、居

宅 サ ー ビ ス 計 画 書 の 作 成

・変 更 、サ ー ビ ス 事 業 者 と

の 連 絡 調 整 。  

事務職員等      ０  ０  ０  ０  必 要 な 事 務 を 行 う 。  

 

⑶ 通常の事業の実施地域  

通常の事業の実施地域  山 科 区・ 伏 見 区（ 淀 ・ 納 所・羽 束 師 地 区 は 除 く ）中 京 区・ 下

京 区・東 山 区 ・南 区（ 久 世 地 域 は 除 く ）上 京 区・北 区（ 西 は

西 大 路 通 り よ り 西 、北 は 北 山 通 り よ り 北 は 除 く ）左 京 区（ 大

原 ・ 八 瀬 ・ 宝 ヶ 池 通 り よ り 北 は 除 く ）  

   ※上記地域以外でもご希望の方はご相談ください。  
 

⑷ 営業日等  

営業日  営業時間  

月曜日～金曜日  ８：００～１７：００  

 

営業しない日  土・日曜日・祝日・１２月３１日～１月３日  

 
３ 提供する居宅介護支援サービスの内容・提供方法等  

 ア 居宅サービス計画（ケアプラン）の作成 

  イ 要介護等認定の申請代行 

 ウ 給付管理業務 
 
４ 費用  

⑴ 利用料 

要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので自己負担はあ

りません。 

介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、支援事業者に直接介護保険給付

が行われない場合があります。その場合、利用者様は１箇月につき要介護度に応じて

下記の利用料をお支払い下さい。利用料のお支払いと引き換えにサービス提供証明書

と領収書を発行します。 
 
・当事業所の地域区分は５級地です。（単価 ：１０．７円）    

区分 取扱い件数 要介護１・２ 要介護３・４・５ 

Ⅰ ４０件未満 11.620円 /月  15.098円 /月 

Ⅱ ４０件以上６０件未満 5.821円 /月  7.533円 /月 
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Ⅲ ６０件以上 3488円 /月 4515円 /月 

※ⅡとⅢについて：４０件以上の部分について算定 

 

 

 

・加算項目  

サービス内容 サービス単位 サービス利用料金 

初回加算 ３００単位 ３，２１０円／月 

入院時情報連携加算Ⅰ 250単位／月（月１回

を限度） 

2.675円／月 

入院時情報連携加算Ⅱ 200単位／月（月１回

を限度） 

2.140円／月 

退院・退所加算／月（カン

ファレンスなし） 

連携１回４５０単位

連携２回６００単位 

連携１回４８１５円

連携２回６４２０円 

退院・退所加算／月（カン

ファレンス参加あり） 

連携１回６００単位

連携２回７５０単位

連携３回９００単位 

連携１回６４２０円

連携２回８０２５円 

連携３回９６３０円 

小規模多機能型居宅介護事

業所連携加算 

３００単位／月 ３２１０円／月 

看護小規模多機能型居宅介

護支援事業所加算 

３００単位／月 ３２１０円 

緊急時等居宅カンファレン

ス加算 

２００単位（月２回

を限度） 

２１４０円 

ターミナルケアマネージメ

ント加算 

４００単位／1回 ４２８０円 
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⑵ 減算 

減算名称 料金（単位数） 

高齢者虐待防止措置未

実施減算 
所定単位数の 100 分の 1 に相当する単位数を減算 

 

 （3）テレビ電話措置等を活用したモニタリングの実施 

 テレビ電話装置等を活用したモニタリングの実施方法及びメリット、デメリットは以下の

とおりです。 

同意欄  説明  

□  利用者の状態  

□  実施にあたっては、主治医及びサービス事業者等の合意を得ます。  

□  2 月に 1 回は利用者の居宅を訪問して面接を行います。  

□  移動が扶養であるため、ケアマネージャーとの調整が容易になります。  

□  訪問者を自宅に迎え入れない為、利用者の心理的負担が軽減されます。  

□  感染症が流行している状況でも非接触で面接が可能になります。  

□  利用者の健康状態や住環境等については、画面越しでは確認が難しいことか

ら、サービス事業所の担当者から情報提供を受けます。  

 

⑷虐待防止のための措置 

高齢者虐待防止法の実効性を高め、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう、虐待防止に関する

下記の措置を講じます。 

⑴  虐待防止委員会の開催 

⑵  高齢者虐待防止のための指針の整備 

⑶  虐待防止研修の実施 

⑷  専任担当者の配置 

虐待防止に関する担当者  西本  豊  
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⑸  業務継続に向けた取り組み 

感染症や自然災害が発生した場合にあっても、利用者が継続して居宅介護支援の提供を受

けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、当該計画に沿った研修及び訓練を実施

します。 

⑹  感染症の予防及びまん延を防止できるよう、下記の措置を講じます。  

⑴  感染対策委員会の開催  

⑵  感染症及びまん延防止の指針の整備  

⑶  感染症及びまん延防止のための研修及び訓練の実施  

⑷  専任担当者の配置  

感染症防止に関する担当者  西本  豊  

 

⑺  身体拘束等の原則禁止  

利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束

を行いません。身体的拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並び

に緊急やむ得ない理由を記録します。  

 

⑻   交通費  

２の⑶の通常の事業の実施地域にお住まいの方は無料です。  

通常の事業の実施地域以外の地域にお住まいの方は，通常の事業の実施地域を越え

た所から公共交通機関を利用した実費が必要となります。   

   なお、自動車を使用した場合は次の交通費をいただきます。 

事業の実施地域を越えた地点から、片道２キロ以上毎  ２０円 

 

⑼   利用料等のお支払い方法 

   毎月、２７日までに前月分の請求をいたしますので、２７日までに以下の方法によ

りお支払いください（口座引き落としの場合は、２７日にお引き落しいたします）。  

   なお、入金確認（お支払い）後、領収証を発行します。 

 

支払い方法 支払い要件等 

銀行振り込み 
次の口座にお振込みください。 

＜振込先口座＞ 
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京都中央信用金庫 西野山支店 

普通預金口座（口座番号０３３２２８１） 

口座名義 （合同会社ひかり 代表社員 西本豊） 

口座引き落とし 

御指定いただいた、次の口座から引き落としいたします。 

＜御指定の口座＞ 

京都中央信用金庫 西野山支店 

普通預金口座（口座番号０３３２２８１） 

口座名義 合同会社ひかり 代表社員 西本豊 

現金払い 当事業所の窓口にて、お支払いください。 

 
 
５ 事業所の特色等  

⑴   事業の目的  

当 事 業 所 が 関 わ る 事 で 楽 し い 生 活 を 送 っ て 頂 く 。  

 

⑵   運営方針 

①  ご 利 用 者 様 の 尊 厳 の 保 持 、自 立 支 援 を 念 頭 に お き 生 活 を し て い く 上 で 必

要 な 支 援 を 実 施 し て い く 。  

②  利 用 者 に 対 す る 支 援 を 開 始 す る に 際 し て 直 近 の ６ 月 間 （ 前 期 ４ ～ ９ 月 、

後 期 ９ 月 ～ ２ 月 ）に 作 成 さ れ た 居 宅 サ ー ビ ス 計 画 の 総 数 の う ち 、訪 問 介

護 、通 所 介 護 、通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 、福 祉 用 具 賃 与 、そ の 他 位 置 づ

け た 割 合 と 同 一 の サ ー ビ ス 事 業 者 に よ っ て 提 供 さ れ た も の が 占 め る 割

合 に つ い て 、 利 用 者 や そ の 家 族 に 対 し て 説 明 を 行 う 。  

③  利 用 者 の 人 権 の 擁 護・虐 待 等 防 止 を 図 る 為 、従 業 者 に 対 す る 定 期 的 な 研

修 の 実 施 、虐 待 防 止 の 為 の 方 針 の 整 備 を 行 い 、サ ー ビ ス 提 供 中 に 当 該 事

業 所 従 業 者 又 は 養 護 者（ 利 用 者 の 家 族 等 高 齢 者 を 現 に 養 護 す る 者 ）に よ

る 虐 待 を 受 け た と 思 わ れ る 利 用 者 を 発 見 し た 場 合 は 、速 や か に 、こ れ を

市 町 村 に 通 報 す る 。  

④  適 切 な 居 宅 介 護 支 援 の 提 供 を 確 保 す る 観 点 か ら 職 場 内 及 び 訪 問 先 に お

い て 従 業 者 に 対 す る 各 種 ハ ラ ス メ ン ト（ 優 越 的 な 地 位 又 は 関 係 を 用 い た

り 、拒 否 、回 避 が 困 難 な 状 況 下 で ⑴ 身 体 的 な 力 を 使 っ て 危 害 を 及 ぼ す 行

為（ 回 避 し て 危 害 を 免 れ た 場 合 も 含 む ）⑵ 個 人 の 尊 厳 や 人 格 を 言 葉 や 態

度 に よ っ て 傷 つ け た り 貶 め た り す る 行 為 ⑶ 意 に 沿 わ な い 性 的 な 誘 い か

け 、好 意 的 態 度 の 要 求 等 、性 的 な 嫌 が ら せ 行 為 等 ）の 防 止 の 為 に 必 要 な

措 置 を 講 じ る も の と す る 。  

⑤  事 業 所 は 感 染 症 や 被 害 が 発 生 し た 場 合 で も 必 要 な 居 宅 介 護 支 援  

継 続 的 に 提 供 で き る 体 制 確 保 に 努 め る 。  

  

  

 
 

⑶ その他 

  

事 項  内  容  

 利用者様の直面している課題等を評価し、利用者様に
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アセスメント（評価）の方法及び

事後評価 

 

 

説明のうえ、ケアプランを作成します。 

また、サービス提供の目標の達成状況等を評価し、そ

の結果を書面（居宅サービス報告書）に記載して利用

者様に説明のうえ交付します。 

 

従業員研修  １年に１度は外部研修実施します。  

 

６ サービス内容に関する苦情等相談窓口  

 

当事業所利用者様相談窓口  

窓口責任者  西本  豊 

ご利用時間  ９：００～１７：００  

ご利用方法  電話（０７５－５０２－５３３３）  

  

当法人相談窓口  

窓口責任者   西本  豊 

ご利用時間   ９：００～１７：００  

ご利用方法   電話（０７５－５０２－５３３３）  

山科区役所 健康長寿推進課  ０７５－５９２－３２９０  

東山区役所 健康長寿推進課  ０７５－５６１－９１８７  

中京区役所 健康長寿推進課  ０７５－８１２－２５６６  

左京区役所 健康長寿推進課  ０７５－７０２－１０６９ 

上京区役所 健康長寿推進課  ０７５－４４１－５１０６  

北区役所健康長寿推進課  ０７５－４３２－１３６４ 

下京区役所健康長寿推進課  ０７５－３７１－７２２８  

南区役所健康長寿推進課  ０７５－６８１－３２９６  

伏見区役所健康長寿推進課  ０７５－６１１－２２７８  

伏見区役所深草支所健康長寿推進課  ０７５－６４２－３６０３  
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伏見区役所醍醐支所健康長寿推進課  ０７５－５７１－６４７１  

京都府国民健康保険団体連合会  

受付時間：月曜日～金曜日９：００～１７：００  

 電話番号：０７５－３５４－９０９０  

 ７ 緊急時及び事故発生時等における対応方法  

 サービス提供中に病状の急変などがあった場合は、速やかに利用者様の主治医、救急隊、

緊急時連絡先（ご家族等）等へ連絡をするとともに必要な措置を講じます。 

 また、サービス提供中に事故が発生した場合には、必要な措置を講じるとともに上記に

加え、京都市、市町村及び当該利用者の家族等に連絡を行います。 

※ 緊 急 時 に 事 業 所 へ ご 連 絡 頂 く と 携 帯 電 話 に 転 送 さ れ ま す 。 24 時 間 対 応 し て お

り ま す 。  

  

 

 

主治医 

 

 

病 院 名  

及 び  

所 在 地  

岡 村 医 院   

 

氏  名 岡 村 芳 郎  医 師  

電 話 番 号  

 

 

 

緊急時連絡先（家族等） 

 

 

氏 名（続柄）  

 

 住    所  

 

 

電 話 番 号        

 

 

８ 秘密の保持と個人情報の保護について 

⑴ 利用者、その家族に関する秘密の保持について事業者はサービスを提供するうえ 

で知り得た、利用者及びその家族に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らし

ません。 

この秘密保持義務は、契約終了後も継続します。 

⑵ 個人情報の保護について事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限りサー 

ビス担当者会議において、利用者の個人情報を用いません。また利用者の家族の個人

情報についても予め文書で同意を得ない限りサービス担当者会議で用いません。  

事業者は、利用者とその家族に関する個人情報が含まれる記録物については、注

意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止します。 
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 居宅介護支援の開始に当たり、利用者に対して重要事項説明書を交付のうえ、居宅介護

支援のサービス内容及び重要事項の説明をしました。 

  

 説明年月日：令和  年    月   日 

 

    事業者        住 所  

                事業者（法人）名  株式会社 ひかり 

               事   業   所  名 ケアプランセンターひかり 

                            （事業所番号） ２６７４１０１４３７ 

   代表者名  西本 豊             印 

 

説明者           職 名 管理者 

                          氏 名 西本 豊                印  

 

  私は、重要事項説明書に基づいて居宅介護支援のサービス内容及び重要事項の説明を受

け、その内容に同意のうえ、本書面を受領しました。 

 

 

利用者本人       住 所 京都市山左京区鹿ケ谷宮ノ前町 35-1 

               

 

氏 名                                           印  

 

 

 

（署名・法定）代理人    住 所  

                          氏 名                                           印  

 

             （利用者との関係：        ） 


